
下関市漁業担い手移住定住促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、国が実施し、又は山口県と本市が共同で実施する漁業担い手

確保・育成に係る事業を活用した山口県漁業就業者確保育成センターが実施する

長期漁業技術研修（以下「長期研修」という。）を受けるために市外から本市に

移住する者の転入に要する経費及び長期研修の際に必要となる漁具等の購入に

要する経費の一部を補助し、もって本市において新たに漁業に就業することを希

望する者を確保することを目的とした下関市漁業担い手移住定住促進事業補助

金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。

（１）漁業に就業することを希望する者で、市外から本市に転入するもの

（２）本市で長期研修を受ける者

（補助対象事業及び補助対象経費）

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、長期研修を受けるために補助対象者が

行う市外から本市への転入及び長期研修の際に必要となる漁具等の購入（以下こ

れらを「転入等」という。）とする。

２ 転入等に係る経費のうち補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）は、別表に掲げる経費とする。

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、補助対象経費の額（消費税及び地方消費税に相当する額を

含む。）の２分の１の範囲内で市長が定める額（補助対象者一人当たり

７００，０００円を上限とする。）とし、予算の範囲内で交付する。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及

び確約書兼連帯保証書（様式第２号）にそれぞれ関係書類を添えて、これを市長

に提出しなければならない。

（補助金の交付決定）

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助



金の交付を決定するものとする。

（補助金の交付条件）

第７条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的

を達成するため必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

（決定の通知）

第８条 市長は、第６条の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の

内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該申請をした補助対象者に

書面により通知するものとする。

２ 市長は、第６条の規定による審査により、補助金の交付が適当でないと認める

ときは、補助金を交付しない旨を当該申請をした者に書面により通知するものと

する。

（申請の取下げ）

第９条 補助対象者は、前条第１項の規定による通知を受けた後に転入等を中止し

ようとするときは、書面により当該転入等に係る補助金の交付の申請を取り下げ

ることができる。

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付

の決定は、なかったものとみなす。

（内容の変更に係る承認の申請等）

第１０条 第８条第１項の規定による通知を受けた補助対象者（以下「補助決定者」

という。）は、第５条の規定により申請をした内容に変更があった場合は、あら

かじめ変更交付申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、当該変更が、補助対象経費の３割以内の減額を内容とするも

のである場合は、この限りでない。

２ 市長は、前項の変更交付申請書の提出を受けた場合には、補助金の交付の決定

を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがで

きる。

３ 前項の場合においては、第８条の規定を準用する。

（実績報告）

第１１条 補助決定者は、転入等が完了したときは、その完了の日から起算して２

０日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれ

か早い日までに、実績報告書（様式第４号）に関係書類を添えて、これを市長に

提出しなければならない。



（補助金の額の確定等）

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容

を審査し、及び必要に応じて確認調査を行い、適切に実施されたと認めるときは、

交付すべき補助金の額を確定し、その確定の内容を書面により補助決定者に通知

するものとする。

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、転入等の実施状況が補助金の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該転入等につい

て、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助決定者に対して指示

することができる。

３ 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う措置について準用する。

（補助金の交付請求等）

第１３条 前条第１項の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受

けようとするときは、補助金交付（概算払）請求書（様式第５号）を市長に提出

しなければならない。

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第８条第１項

（第１０条第３項において準用する場合を含む。）の規定による通知に係る金額

の範囲内で、補助決定者の請求に基づき、概算払により補助金を交付することが

できる。

３ 前項の概算払を受けようとする補助決定者は、補助金交付（概算払）請求書を

市長に提出しなければならない。

４ 市長は、概算払を行った補助金について、前条第１項の規定により確定した補

助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び支払

については第１項及び次条の規定を準用し、過払があるときは速やかにその額を

返還させるものとする。

（補助金の交付）

第１４条 市長は、前条第１項又は第３項の規定により請求書の提出を受けた場合

において、これを審査し、適当であると認めるときは、補助決定者に当該請求額

を交付するものとする。

（関係書類の整備等）

第１５条 補助決定者は、転入等の実施状況及び補助対象経費の収支に関する帳簿

その他関係書類を整備し、当該転入等の完了した日の属する会計年度の翌年度の

初日から起算して５年間これを保管しなければならない。



２ 補助決定者は、転入等により取得した備品については、転入等の完了した日の

属する会計年度の翌年度の初日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める当該備品の耐用年数の期間を経

過するまで、財産管理台帳（様式第６号）その他関係書類を整備し、及び保管し

なければならない。

３ 前２項の規定により整備し、及び保管すべき帳簿、財産管理台帳その他関係書

類（以下「帳簿等」という。）のうち、電磁的記録により整備及び保管が可能な

ものは、電磁的記録によることができる。

（質問、報告、指示及び検査）

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し質問をし、報告

を求め、若しくは転入等の実施上必要な指示をし、又は帳簿等を検査することが

できる。

（補助金の交付決定の取消し等）

第１７条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（２）補助金を他の用途に使用したとき。

（３）補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は

市長の指示に従わなかったとき。

（４）この要綱に違反したとき。

（５）長期研修への参加を辞退したとき、又は長期研修の期間中に中止したとき。

ただし、病気等のやむを得ないと認められる理由による場合を除く。

（６）その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、補助決定者

に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

３ 前２項の規定は、第１２条第１項の規定による補助金の確定があった後におい

ても適用する。

（財産の処分の制限等）

第１８条 補助決定者は、転入等により取得した備品を、当該備品の第１５条第２

項に規定する耐用年数の期間を経過する前に、市長の承認を受けずに譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。



２ 市長は、補助決定者が前項の規定に違反したときは、補助決定者に対し、当該

備品の残存価格に、当該補助決定者へ交付した補助金の額を当該補助対象経費の

額で除して算出した比率を乗じた額（その額に１円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。）を、期限を定めて返還するよう命ずるものとする。

（その他）

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年８月１０日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、令和６年度

以前の予算に係る補助金（同年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金

を含む。）の取扱いについては、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。



別表（第３条関係）

補助対象経費の費目 補助対象経費

手数料 新たに本市に住居を借りる際に発生する礼金、仲介手

数料等。ただし、敷金は含まない。

委託料 本市への転入のために引越業者に委託した経費。ただ

し、家財道具を自ら運搬する場合の自動車借り上げ料

や燃料費等は含まない。

備品購入費 長期研修で使用する漁具及び専ら漁獲物を運搬する

ための軽トラック等で、取得価格（消費税及び地方消

費税に相当する額を含む。）が３万円以上のものの購

入費



様式第１号（第５条関係）

補助金交付申請書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者

住所

氏名

年度において補助金の交付を受けたいので、下関市漁業担い手移

住定住促進事業補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。

記

１ 転入予定

２ 補助対象経費の内容

３ 添付資料

（１）補助対象経費に係る見積書の写し

現 住 所

転入予定住所

転入予定日 年 月 日

補助対象経費
転入等の内容

(規格、契約相手方等)

支出額

（円）

補助額

（円）

手数料

委託料

備品購入費

合計



様式第２号（第５条関係）

確約書兼連帯保証書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者

住所

氏名 ○印

連帯保証人

住所

本人との関係

氏名 ○印

申請者 は、 年 月 日付けで申請した下関市漁

業担い手移住定住促進事業補助金（以下「補助金」という。）について、次に掲

げる場合には、求められた金額を返還することを確約します。

（１）補助金の交付の決定を受けた後に、下関市漁業担い手移住定住促進事業補

助金交付要綱第１７条第１項の規定により、その決定の全部又は一部を取

り消され、同条第２項の規定により補助金の返還を求められた場合

（２）下関市漁業担い手移住定住促進事業補助金交付要綱第１８条第１項の規

定に違反し、同条第２項の規定により補助金の返還を求められた場合

連帯保証人 は、申請者 が上記

（１）又は（２）のとおり補助金の返還を求められた場合は、７００，０００円

の範囲内で連帯して返還することを保証いたします。

なお、下関市による連帯保証人に対する申請者の補助金返還債務に係る履行

の請求は、民法第４４１条及び第４５８条の規定にかかわらず、申請者に対して

も効力を有するものとします。

備考 申請者、連帯保証人の押印は実印とし、印鑑証明書各１通を添付すること。



様式第３号（第１０条関係）

変更交付申請書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者

住所

氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定通知がありました下関市

漁業担い手移住定住促進事業補助金について、下記のとおり事業内容を変更し

たいので、下関市漁業担い手移住定住促進事業補助金交付要綱第１０条第１項

の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記

１ 内容の変更理由

２ 内容及び経費配分

３ 添付資料

（１）補助対象経費に係る見積書の写し

補助対象経費
転入等の内容

（規格、契約相手方等）

支出額

（円）

補助金

（円）

当
初
計
画

合 計

変
更
計
画

合 計



様式第４号（第１１条関係）

実績報告書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者

住所

氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定通知がありました下

関市漁業担い手移住定住促進事業補助金について、転入等を完了したので、下

記のとおり関係書類を添えて報告します。

記

１ 経費の内訳

２ 完了日

年 月 日

３ 添付資料

（１）補助決定者が補助対象経費の支払を行ったことが確認できるもの

・手数料については、礼金、仲介手数料等の支払が確認できる書類（領収

書等）及び住居の賃貸契約書の写し

・委託料については、引越業者への支払が確認できる書類（領収書等）

・備品購入費については、購入及び支払が確認できる書類（領収書等）

（２）転入後の住民票の写し

（３）購入した備品が確認できる写真（該当がある場合のみ）

補助対象費目
転入等の内容

(規格、契約相手方等)

支出額

（円）

補助額

（円）

手数料

委託料

備品購入費

合計



様式第５号（第１３条関係）

補助金交付（概算払）請求書

年 月 日

（宛先）下関市長

申請者

住所

氏名

年 月 日付け 第 号で額の確定（交付決定）通知が

ありました下関市漁業担い手移住定住促進事業補助金について、下関市漁業

担い手移住定住促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとお

り（概算）請求します。

１ 補助金（概算）請求額 金 円

２ 振 込 先

銀 行 名 銀行 店

普通・当座の別 普通預金 ・ 当座預金

口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義 人



様式第６号（第１５条関係）

財 産 管 理 台 帳

物品の内容 経費の配分

保管場所

処分制限期間 処分の状況

適用
備品名称

数量

(単位)
取得金額

負担区分
耐用

年数

処分

年月日

承認

年月日

処分の

内容
市補

助金

自己

資金

合計 ― ― ― ― ―


